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(57)【要約】
　本発明は、光平面を用いて、ユークリッド測定及び測
地測定を行い、内視鏡画像の物体の３Ｄ距離及び寸法を
測定するシステム及び方法を提供する。本発明の内視鏡
測定システムは、標準的な視覚化手段を備える軟性又は
硬性内視鏡デバイスと、光平面を生成する構成要素を含
むモジュールとを含む。視覚化手段の座標系内で、三角
測量に基づき、光平面と関心オブジェクトの間の交差曲
線を３Ｄで測定できる。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡画像内で可視の物体の３Ｄ距離及び寸法を測定するシステムにおいて、
　ａ．視覚化手段を含む軟性又は硬性の内視鏡デバイスと、
　ｂ．前記内視鏡デバイスを動作させ、前記視覚化手段によって収集された画像を取得及
び表示するように適応化された従来型の内視鏡検査システムと、
　ｃ．光源及び光学素子を含み、光平面を生成するように構成された光平面生成モジュー
ルと、
　ｄ．処理手段、ユークリッド測定及び測地測定の両方を行うように適応化された専用ソ
フトウェアモジュール、グラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）、ソフトウェア、
ポインティングデバイス、並びにイメージングシステムによって取得されたシステム画像
をグラフィクス及びテキストに重ねてユーザに表示するように適応化されたディスプレイ
と、を含む処理ステーションと、
を備えるシステム。
【請求項２】
　前記処理ステーションの構成要素の一部又は全部は、従来型の内視鏡検査システムに統
合されている請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記視覚化手段の投影パラメータ、前記視覚化手段の歪み及び光平面パラメータの共同
的な較正のためのドッキングステーションを備える請求項１記載のシステム。
【請求項４】
　前記専用ソフトウェアモジュールは、
　ａ．前記光平面と構造との交差曲線に沿って３Ｄ座標を各画素に割り当てる動作、
　ｂ．前記ユーザによって、前記ディスプレイ上に表示された画像に重ねられた少なくと
も２点間のユークリッド測定及び測地測定を行う動作、
　ｃ．間隙のユークリッド距離又は孔の直径の測定を提供及び表示し、ユーザが予めプロ
グラムした要求によって、又は画面上の一点を指示することによって、曲線セグメントの
測地測定を行って、前記画像内に存在する特徴の直径を測定する動作、及び
　ｄ．較正プロセスの間に記録された画像から、投影パラメータ、視覚化手段の歪み及び
光平面パラメータを判定する動作のうちの少なくとも１つを自動的に実行するプログラム
を有する請求項１記載のシステム。
【請求項５】
　前記光平面生成モジュールは、
　ａ．光源及び単レンズ、
　ｂ．光源及び少なくとも１つのレンズを含む光学的構成、
　ｃ．光源及び回析光学素子（ＤＯＥ）、
　ｄ．光源及び少なくとも１つのＤＯＥを含む光学的構成、
　ｅ．前記内視鏡の遠位端における回折格子に接続された光ファイバの近位端に配置され
た光源、及び
　ｆ．前記内視鏡の遠位端におけるレンズに接続された光ファイバの近位端に配置された
光源のうちの１つを備える請求項１記載のシステム。
【請求項６】
　前記光源は、
　ａ．レーザダイオード、
　ｂ．ＬＥＤ及び
　ｃ．色光を生成する光源のうちの１つである請求項１記載のシステム。
【請求項７】
　前記光平面生成モジュールは、専用深度測定内視鏡デバイスのための特定の設計に統合
されている請求項１記載のシステム。
【請求項８】
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　前記光平面生成モジュールは、通常の既存の軟性又は硬性内視鏡デバイスに付属品とし
て取り付けることができる独立した測定デバイスである請求項１記載のシステム。
【請求項９】
　前記光平面生成モジュールは、
　ａ．内視鏡デバイスのワーキングチャネル内への挿入、
　ｂ．２チャネルシースの前記内視鏡デバイスの挿入部分が挿入されるチャネルとは別の
１つのチャネル内への挿入、及び
　ｃ．前記内視鏡デバイスの遠位端の外側へのクリップ又はバンドによる取付のうちの１
つによって前記内視鏡デバイスに取り付けられる請求項８記載のシステム。
【請求項１０】
　前記光平面生成モジュールは、前記視覚化手段の対物レンズの下で、前記視覚化手段の
焦点と光平面の間との距離を変化させるように構成されたピボットアームに取り付けられ
る請求項１記載のシステム。
【請求項１１】
　ａ．複数の光平面及び
　ｂ．異なる線パターン又は色分けを有する光平面の少なくとも１つを有する請求項１記
載のシステム。
【請求項１２】
　ａ．手動で回転又は掃引される単一の光平面及び
　ｂ．前記画像取得カメラと同期して回転又は掃引される単一の光平面のうちの少なくと
も１つを有する請求項１記載のシステム。
【請求項１３】
　前記回転又は掃引は、
　ａ．ＭＥＭＳミラー、
　ｂ．回転メカニズム及び
　ｃ．ＭＥＭＳミラー及び回転メカニズムの組合せの１つによって達成される請求項１２
記載のシステム。
【請求項１４】
　前記ディスプレイに表示される前記視覚化手段からの画像に網線が重ねられる請求項１
記載のシステム。
【請求項１５】
　内視鏡画像内で可視の物体の３Ｄ距離及び寸法を測定する方法において、
　ａ．請求項１記載のシステムを準備するステップと、
　ｂ．非統合型付属光平面生成モジュールについて、内視鏡デバイスの先端に光平面生成
モジュールを取り付け、前記内視鏡デバイスの先端を較正ドッキングステーションに挿入
し、自動較正を実行するステップと、
　ｃ．統合型又は非統合型付属光平面生成モジュールについて、測定される構造に前記光
平面を合わせるように前記内視鏡デバイスを操作するステップと、
　ｄ．画像を取得するステップと、
　ｅ．更なる画像について、必要に応じてステップｃ及びｄを繰り返すステップと、
　ｆ．解析される画像を選択し、ＧＵＩソフトウェアを使用して、光平面と構造との交差
曲線上の少なくとも２点をマーキングするステップと、
　ｇ．前記専用ソフトウェアモジュールを用いて、前記マーキングされた点間のユークリ
ッド距離を測定及び表示し、点が同じ曲線セグメント上にある場合、前記セグメントに沿
って測地距離を測定するステップと、
　ｈ．必要に応じてステップｆ及びｇを繰り返し、更なる特徴を測定するステップと、
　ｉ．必要に応じて測定データ及び関連する重ねられたグラフィクスを記録するステップ
と、
　ｊ．更なる画像についてステップｆ、ｇ、ｈ及びｉを繰り返すステップと、
を含む方法。
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【請求項１６】
　ステップｆにおいて、１点のみを画像にマーキングし、ステップｇにおいて、間隙のユ
ークリッド距離又は孔の直径の測定及び曲線セグメントの測地測定を提供及び表示し、前
記画像内に存在する特徴の直径を測定する請求項１５記載の方法。
【請求項１７】
　ステップｆにおいて、前記処理ステーションの専用ソフトウェアモジュールによって曲
線セグメント又は間隙を自動的に識別及び解析し、ステップｇにおいて、測定結果を自動
的に表示することにより、解剖学的特徴の測地線長若しくは直径、又は孔の解剖学的間隙
若しくは直径を自動的に測定する請求項１５記載の方法。
【請求項１８】
　前記曲線セグメントは、独立したビューで表示され、これによって、内視鏡ビュー内の
解剖学的特徴の歪みがない量的プロファイルを生成し、ステップｃにおいて、前記光平面
が管状構造の縦の軸に揃っている場合、前記管状構造の縦断面プロファイルが提供される
請求項１６記載の方法。
【請求項１９】
　ステップｆ乃至ｊは、処置が完了した後にオフラインで実行され、又は処置の間に最も
直近に取得した画像に対してオンラインで実行される請求項１５記載の方法。
【請求項２０】
　ステップｄ及びｅは、処置の間、映像入力のオンラインリアルタイム自動処理に置換さ
れる請求項１６記載の方法。
【請求項２１】
　水の噴霧、生理食塩水の蒸気等を使用して、レーザ平面の視覚化を可能にする薄霧を生
成する請求項１５記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療用又は産業用の内視鏡、ボアスコープ及びこれらに類するデバイスに関
する。具体的には、本発明は、カメラを装備した内視鏡、腹腔鏡、カテーテル、ボアスコ
ープ、並びに他の軟性、半軟性、半硬性又は硬性を有する同様の器具によって観察される
物体の寸法の正確な３次元測定を実行するためのシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　カメラを装備したボアスコープを用いて、エンジン又は機械加工部品の内面の欠陥を検
査する場合、正確な３次元測定を実行し及びこの結果を記録して、欠陥の寸法を取得し、
損傷の程度を評価できるようにし、如何なる改善策を行うかを決定できるようにすること
が有益である。
【０００３】
　また、内視鏡処置の間、正確な３次元測定を実行し、内腔内の解剖学的構造、例えば、
病変、狭窄、腫瘍等の寸法を取得することが有益である。このような寸法を時間に沿って
追跡することによって、施される治療のレベルを更に改善させることができる。
【０００４】
　例えば、耳鼻咽喉科医は、患者の声帯の寸法、間隙及び整列の記録を有効に活用するこ
とができる。呼吸器科医は、これに応じて、気道サイズを定量化し、治療プロトコルを確
立することができる。これらのデータを監視することによって、治療の効果、疾患の進行
等に関する有用な情報を得ることができる。他の例として、消化管又は胃の中のポリープ
のサイズを監視して、更なる処置決定をサポートすることができる。
【０００５】
　現在、軟性を有するか硬性を有するかを問わず、及び単眼視であるか立体視であるかを
問わず、最新の内視鏡を使用する医師は、取得した画像内に真のボルメトリック視野（vo
lumetric perspective）を有さず、正確な測定を行うことができない。一般的には、解剖
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学的構造の隣に既知のサイズのオブジェクト（例えば、既知の直径を有するカテーテル）
を置き、このオブジェクトをスケールとして用いて、寸法を推定する手法が用いられてい
る。
【０００６】
　幾つかの特許及び特許出願は、内視鏡処置の間、正確な３Ｄ測定を行う必要性を示し、
この課題の解決策を提供することを目的とする発明を開示している。これらの特許及び特
許出願は、医療機器分野の主な製造業者、例えば、オリンパス、東芝、コヴィディエン（
Covidien）等によって登録又は出願されている。最新の技術（発行されている特許及び公
開されている特許出願）の大部分は、内視鏡視野のフルデプス画像（full depth image）
を取得することを試みている。更に、幾つかの製造業者は、立体視内視鏡検査法（stereo
scopic endoscopy）を促進することによって、補完的なニーズに応えようとしている。
【０００７】
　１９９２年２月２５日に東芝に付与されている米国特許ＵＳ５，０９０，４００号、発
明の名称「Measuring Endoscope」では、標準的な回折格子によってファイバの端部にお
いて生成されるレーザパターンを照明光と同期させて観察を行う。
【０００８】
　１９９８年７月２１日にオリンパスに付与されている米国特許ＵＳ５，７８４，０９８
号、発明の名称「Apparatus for Measuring Three-dimensional Configurations」では、
振動する構造光及びビームスプリッタを使用して、物体の３Ｄ構成を測定する。
【０００９】
　２０１２年８月２１日にオリンパスに付与されている米国特許ＵＳ８，２４８，４６５
号、発明の名称「Measuring Endoscope Apparatus and Program」では、２つの画像と、
画像データに対する三角測量の組合せを用いて測定を行う。
【００１０】
　２０１３年７月３０日にオリンパスに付与されている米国特許ＵＳ８，４９６，５７５
号、発明の名称「Measuring Endoscope Apparatus, Program and Recording Medium」で
は、内視鏡と、三角測量法に基づいて、内視鏡から受信した２つの画像間の距離を測定す
る処理部を含むシステムが開示されている。
【００１１】
　２０１３年１０月１５日にオリンパスに付与されている米国特許ＵＳ８，５５８，８７
９号、発明の名称「Endoscope Apparatus and Measurement Method」は、更に、ユーザが
両画像内の対応点をマーキングする必要がある、事実上、部分的に手動の装置及び方法を
開示している。
【００１２】
　２０１３年６月１８日にオリンパスに付与されている米国特許ＵＳ８，４６５，４１５
号、発明の名称「Endoscope Apparatus and Measurement Method」は、インタレース画像
内の揺れ（shake）を測定することによって、測定可能な第２の画像を生成する異なる手
法を開示している。
【００１３】
　この課題を解決しようとする更に他の手法は、例えば以下の通りである。
【００１４】
　２０１０年６月２２日にＰａｕｌ　Ｋ．　Ｌｉｔｔｌｅに付与されている米国特許ＵＳ
７，７４０，５７８号、発明の名称「Direct reading endoscopic measuring instrument
 and method」に開示されている発明は、内視鏡の遠位端から拡張され、測定される解剖
学的構造の近傍に配置され、後に格納される物理的十字線（physical reticule）に関す
る。
【００１５】
　２００５年４月６日に公開されているＣＮ２，６８９，８８８Ｙ号、発明の名称「Meas
uring type endoscope biopsy forceps」では、発明者は、疾患の程度を評価するために
、色分けされた目盛り線を使用している。
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【００１６】
　更なる背景情報は、以下の特許出願、ＵＳ２００４／０２４２９６１（ＥＰ１４８００
６７Ａ１に対応）、ＵＳ２００９／０２２５３２１、ＵＳ２０１２／０２８９７７８、Ｕ
Ｓ２０１４／００２８８１９、ＷＯ２００５／０２７７３９Ａ１、ＷＯ２０１２／１４７
６７９Ａ１、ＥＰ２１０６７４８Ａ１、ＥＰ２１６０９７４Ａ１、ＥＰ２６３０９１５Ａ
１、並びに隣接する領域における３Ｄデータの測定の必要性を強調する「Lasers in Surg
ery and Medicine 45:377-382（2013-http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC37
91553/)」、タイトル「Proof-of-concept of a Laser Mounted Endoscope for Touch-Les
s Navigated Procedures」に開示されている。
【００１７】
　更なる研究は、「'Calibration of laryngeal endoscopic high-speed image sequence
s by an automated detection of parallel laser line projections' by T. Wurzbacher
 et al., Medical Image Analysis 12 (2008) 300-317」を含み、ここでは、硬性内視鏡
に取り付けられた既知の距離の２つの平面が声帯に交差する２本の曲線を生成し、これら
は直線に近似され、画像ピクセルの粗いスケーリングのみに使用される。更なる研究論文
、「'Depth-kymography: high-speed calibrated 3D imaging of human vocal fold vibr
ation dynamics' by N. A. George et al., Phys.Med.Biol.53 (2008) 2667-2675」は、
レーザ投影チャネルを備える硬性内視鏡を記述しており、これは、大きな三角測量角度（
triangulation angle）及び特定の較正方法を使用して、声帯が低振幅で振動する際の声
帯の前面の非常に正確な垂直測定を可能にする。これらのセットアップは、何れも、被写
界深度が大きい内腔の測定には適合せず、したがって、汎用の３Ｄ測定の提供には、適さ
ない。
【００１８】
　本発明者の知る限り、現在の市販の医療内視鏡は、正確に３Ｄ測定を行い、結果を記録
する能力を有していない。更に、３次元内視鏡検査の最新のソリューションの大部分は複
雑である。これらのうちの幾つかのデバイスは、機械部品、電気部品及び光学部品の複雑
な組立を含む。他に、例えば、オリンパスｉＰＬＥＸ立体視ボアスコープでは、測定され
る物体が顕著な特徴を有する必要があり、更に、ユーザによる更なる作業が要求されるた
め、プロセスが煩雑になる。
【００１９】
　なお、本明細書で使用する用語「内視鏡」及び「内視鏡デバイス」は、医療用途で使用
される内視鏡、カテーテル、腹腔鏡及びこれらに類する器具、並びに、非医療用途で使用
されるボアスコープ及びこれに類する器具を含む広義の意味で使用される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　したがって、本発明の目的は、内視鏡視覚化システムの視野内で観察される物体の正確
な３Ｄ測定を行うことができるシステム及び方法を提供することである。
【００２１】
　本発明の他の目的は、既存のシステムに比べて構造的に複雑性が低く、内視鏡視覚化シ
ステムの視野内で観察される物体の正確な３Ｄ測定を行うことができるシステムを提供す
ることである。
【００２２】
　本発明の他の目的は、既存の手法に比べて作業が構造的に煩雑にならない、内視鏡視覚
化システムの視野内で観察される物体の正確な３Ｄ測定を行うことができるシステムを提
供することである。
【００２３】
　本発明の更なる目的及び利点は、以下の説明によって明らかとなる。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
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　本発明の第１の側面は、内視鏡画像内で可視の物体の３Ｄ距離及び寸法を測定するシス
テムである。このシステムは、
　ａ．視覚化手段を含む軟性又は硬性の内視鏡デバイスと、
　ｂ．内視鏡デバイスを動作させ、視覚化手段によって収集された画像を取得及び表示す
るように適応化された従来型の内視鏡検査システムと、
　ｃ．光源及び光学素子を含み、光平面を生成するように構成された光平面生成モジュー
ルと、
　ｄ．処理手段、ユークリッド測定及び測地測定の両方を行うように適応化された専用ソ
フトウェアモジュール、グラフィカルユーザインタフェース（graphical user interface
：ＧＵＩ）、ソフトウェア、ポインティングデバイス、並びにイメージングシステムによ
って取得されたシステム画像をグラフィクス及びテキストに重ねてユーザに表示するよう
に適応化されたディスプレイと、を含む処理ステーションとを備える。
【００２５】
　本発明のシステムの実施形態では、処理ステーションの構成要素の一部又は全部は、従
来型の内視鏡検査システムに統合される。
【００２６】
　本発明のシステムの実施形態は、視覚化手段の投影パラメータ、視覚化手段の歪み及び
光平面パラメータの共同的な較正のためのドッキングステーションを備える。
【００２７】
　本発明のシステムの実施形態では、専用ソフトウェアモジュールは、
　ａ．光平面と構造との交差曲線に沿って３Ｄ座標を各画素に割り当てる動作、
　ｂ．ユーザによって、ディスプレイ上に表示された画像に重ねられた少なくとも２点間
のユークリッド測定及び測地測定を行う動作、
　ｃ．間隙のユークリッド距離又は孔の直径の測定を提供及び表示し、ユーザが予めプロ
グラムした要求によって、又は画面上の一点を指示することによって、曲線セグメントの
測地測定を行って、画像内に存在する特徴の直径を測定する動作、及び
　ｄ．較正プロセスの間に記録された画像から、投影パラメータ、視覚化手段の歪み及び
光平面パラメータを判定する動作のうちの少なくとも１つを自動的に実行するプログラム
を有する。
【００２８】
　本発明のシステムの実施形態では、光平面生成モジュールは、
　ａ．光源及び単レンズ、
　ｂ．光源及び少なくとも１つのレンズを含む光学的構成、
　ｃ．光源及び回析光学素子（ＤＯＥ）、
　ｄ．光源及び少なくとも１つのＤＯＥを含む光学的構成、
　ｅ．内視鏡の遠位端における回折格子に接続された光ファイバの近位端に配置された光
源、及び
　ｆ．内視鏡の遠位端におけるレンズに接続された光ファイバの近位端に配置された光源
のうちの１つを備える。
【００２９】
　本発明のシステムの実施形態では、光源は、
　ａ．レーザダイオード、
　ｂ．ＬＥＤ及び
　ｃ．色光を生成する光源のうちの１つである。
【００３０】
　本発明のシステムの実施形態では、光平面生成モジュールは、専用深度測定内視鏡デバ
イスのための特定の設計に統合されている。
【００３１】
　本発明のシステムの実施形態では、光平面生成モジュールは、通常の既存の軟性又は硬
性内視鏡デバイスに付属品として取り付けることができる独立した測定デバイスである。
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【００３２】
　本発明のシステムの実施形態では、光平面生成モジュールは、
　ａ．内視鏡デバイスのワーキングチャネル内への挿入、
　ｂ．２チャネルシースの内視鏡デバイスの挿入部分が挿入されるチャネルとは別の１つ
のチャネル内への挿入、及び
　ｃ．内視鏡デバイスの遠位端の外側へのクリップ又はバンドによる取付のうちの１つに
よって内視鏡デバイスに取り付けられる。
【００３３】
　本発明のシステムの実施形態では、光平面生成モジュールは、視覚化手段の対物レンズ
の下で、視覚化手段の焦点と光平面の間との距離を変化させるように構成されたピボット
アームに取り付けられる。
【００３４】
　本発明のシステムの実施形態は、
　ａ．複数の光平面及び
　ｂ．異なる線パターン又は色分けを有する光平面の少なくとも１つを有する。
【００３５】
　本発明のシステムの実施形態は、
　ａ．手動で回転又は掃引される単一の光平面及び
　ｂ．画像取得カメラと同期して回転又は掃引される単一の光平面のうちの少なくとも１
つを有する。
【００３６】
　これらの実施形態において、回転又は掃引は、
　ａ．ＭＥＭＳミラー、
　ｂ．回転メカニズム及び
　ｃ．ＭＥＭＳミラー及び回転メカニズムの組合せの１つによって達成される。
【００３７】
　本発明のシステムの実施形態では、ディスプレイに表示される視覚化手段からの画像に
網線が重ねられる。
【００３８】
　本発明の第２の側面は、内視鏡画像内で可視の物体の３Ｄ距離及び寸法を測定する方法
であり、この方法は、
　ａ．請求項１記載のシステムを準備するステップと、
　ｂ．非統合型付属光平面生成モジュールについて、内視鏡デバイスの先端に光平面生成
モジュールを取り付け、内視鏡デバイスの先端を較正ドッキングステーションに挿入し、
自動較正を実行するステップと、
　ｃ．統合型又は非統合型付属光平面生成モジュールについて、測定される構造に光平面
を合わせるように内視鏡デバイスを操作するステップと、
　ｄ．画像を取得するステップと、
　ｅ．更なる画像について、必要に応じてステップｃ及びｄを繰り返すステップと、
　ｆ．解析される画像を選択し、ＧＵＩソフトウェアを使用して、光平面と構造との交差
曲線上の少なくとも２点をマーキングするステップと、
　ｇ．専用ソフトウェアモジュールを用いて、マーキングされた点間のユークリッド距離
を測定及び表示し、点が同じ曲線セグメント上にある場合、セグメントに沿って測地距離
を測定するステップと、
　ｈ．必要に応じてステップｆ及びｇを繰り返し、更なる特徴を測定するステップと、
　ｉ．必要に応じて測定データ及び関連する重ねられたグラフィクスを記録するステップ
と、
　ｊ．更なる画像についてステップｆ、ｇ、ｈ及びｉを繰り返すステップと、を含む。
【００３９】
　本発明の方法の実施形態では、ステップｆにおいて、１点のみを画像にマーキングし、
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ステップｇにおいて、間隙のユークリッド距離又は孔の直径の測定及び曲線セグメントの
測地測定を提供及び表示し、画像内に存在する特徴の直径を測定する。これらの実施形態
の幾つかにおいては、曲線セグメントは、独立したビューで表示され、これによって、内
視鏡ビュー内の解剖学的特徴の歪みがない量的プロファイルを生成し、ステップｃにおい
て、光平面が管状構造の縦の軸に揃っている場合、管状構造の縦断面プロファイルが提供
される。これらの実施形態の幾つかにおいては、ステップｄ及びｅは、処置の間、映像入
力のオンラインリアルタイム自動処理に置換される。
【００４０】
　本発明の方法の実施形態においては、ステップｆにおいて、処理ステーションの専用ソ
フトウェアモジュールによって曲線セグメント又は間隙を自動的に識別及び解析し、ステ
ップｇにおいて、測定結果を自動的に表示することにより、解剖学的特徴の測地線長若し
くは直径、又は孔の解剖学的間隙若しくは直径を自動的に測定する。
【００４１】
　本発明の方法の実施形態においては、ステップｆ乃至ｊは、処置が完了した後にオフラ
インで実行され、又は処置の間に最も直近に取得した画像に対してオンラインで実行され
る。
【００４２】
　本発明の方法の実施形態においては、水の噴霧、生理食塩水の蒸気等を使用して、レー
ザ平面の視覚化を可能にする薄霧を生成する。
【００４３】
　本発明の上述した全ての及びこの他の特徴及び利点は、添付の図面を参照する以下の例
示的で非限定的な実施形態の説明によって更に明らかとなる
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】標準的な内視鏡視覚化システムを使用して画像化された人間の喉頭の画像に光平
面に関連する特徴を重ねて示す図である。
【図２】独立した処理ステーションを含む本発明のシステムの特定の実施形態の略図であ
る。
【図３】光平面生成モジュールを内視鏡デバイスに取り付けることができる手法を表す図
である。
【図４】光平面生成モジュールを内視鏡デバイスに取り付けることができる他の手法を表
す図である。
【図５】光平面生成モジュールを内視鏡デバイスに取り付けることができる他の手法を表
す図である。
【図６】光平面生成モジュールを内視鏡デバイスに取り付けることができる他の手法を表
す図である。
【図７】内視鏡デバイス及び光平面生成モジュールを調整するために使用されるドッキン
グステーションを図式的に表す図である。
【図８】標準的な気管支鏡を使用して画像化された人間の気管の画像に、気管の縦断面に
揃えられた光平面に関係する特徴を重ねて示す図である。
【図９】図８の光平面と気管壁の交差によって画定され、縦断面プロファイルを構成する
曲線セグメントを表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　本発明は、光平面（light plane）を用いて線形測定及び測地測定（geodesic measurem
ent）を行うことによって内視鏡画像内における物体の３Ｄ距離及び寸法を測定する問題
を解決する単純化された手法を提供する。本発明の内視鏡測定システムは、標準的な内視
鏡視覚化手段、例えば、カメラを備える軟性又は硬性の内視鏡デバイスと、処理ステーシ
ョンと、光平面を生成するための構成要素とを含む。内視鏡画像内の光平面と関心オブジ
ェクトの間の交差曲線は、三角測量に基づいて、仮想巻き尺を使用しているかのように、
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カメラ座標系内で３Ｄで測定可能である。
【００４６】
　本発明者の知る限り、この概念は、これまで、人体内及び他の内腔内の３Ｄの汎用量的
内視鏡測定の実行に適応化されていない。
【００４７】
　図１は、標準的な内視鏡を用いて画像化された人間の喉頭の画像を表している。背景技
術の説明で述べたように、咽喉科学は、測定が要求される重要な臨床用途の１つである。
この画像では、画像に重ねられた網線（reticle）２によって表されている光平面と、光
平面及び喉頭４の交差曲線と、声帯６の間隙の測定とが図式的に示されている。
【００４８】
　図２は、独立した処理ステーションを含む本発明のシステムの特定の実施形態の略図で
ある。このシステムは、標準的な内視鏡視覚化手段（例えば、カメラ）を含む内視鏡デバ
イスと、内視鏡デバイス２２の遠位端に取り付けられた光平面生成モジュール１２と、内
視鏡を動作させるために用いられる従来型の内視鏡検査システムから画像を取得する処理
手段１４を含む処理ステーション１０と、ディスプレイ１６とを備える。処理手段１４は
、例えば、ＰＣ若しくはラップトップコンピュータ、フィールドプログラマブルゲートア
レイ（Field-Programmable Gate Array）又はデジタルシグナルプロセッサ（Digital Sig
nal Processor）マイクロコントローラであってもよい。処理手段１４は、交差曲線に沿
って各ピクセルに３Ｄ座標を割り当てる専用ソフトウェアモジュールと、ポインティング
デバイスと、ユーザが指定した箇所でユークリッド測定及び測地測定を実行するためのＧ
ＵＩを実現する更なるソフトウェアモジュールとを備える。ディスプレイ１６は、グラフ
ィクス及びテキストが重ねられた画像をシステムのユーザに表示する。更なるソフトウェ
アモジュールは、自動的に検出された又はディスプレイ１６に表示される画像上でユーザ
が指定した孔若しくは間隙、又はポリープの直径を測定する自動モードを有する。図２に
示すように、処理ステーション１０は、構成要素として、内視鏡デバイスに接続されてい
る従来型の内視鏡検査システムから処理手段１４に画像を伝送するケーブル３４と、ポイ
ンティングデバイス及び処理ステーションへのユーザ入力のための入力手段を象徴的に表
すマウス３６とを含む。
【００４９】
　なお、他の実施形態においては、処理ステーション１０の構成要素の一部若しくは全部
は、専用のアイテムである必要はなく、従来型の内視鏡検査システムの一部であってもよ
く、或いは、これらの機能は、従来型の内視鏡検査システムの構成要素によって実行して
もよい。全ての構成要素が従来型の内視鏡検査システムに組み込まれた処理ステーション
１０の実施形態は、完全一体型内視鏡検査システム（complete endoscopy suite）と呼ぶ
ことができ、これは、従来型の内視鏡処置と、本発明の方法に基づく３Ｄ測定の両方を実
行する能力を有する。
【００５０】
　光平面は、当分野で周知の幾つかの異なる手法で生成することができる。例えば、レー
ザ線モジュール、例えば、単レンズにカップリングされたレーザダイオード、少なくとも
１つのレンズを含む光学システム、回析光学素子（diffractive optical element：ＤＯ
Ｅ）又は少なくとも１つのＤＯＥを含む光学システムを内視鏡デバイスの遠位端に取り付
けてもよく、又は、光源を光ファイバの近位端に配置し、この光ファイバを内視鏡デバイ
スの遠位端に設けられた回折格子又はレンズに接続してもよい。なお、光平面は、コヒー
レント光から構成する必要はなく、したがって、レーザに代わる光源として、色光（例え
ば、色付きＬＥＤ）を生成する如何なる光源を使用してもよい。色光を生成する光源は、
画像を生成するために使用される、通常、白色光である照明光の背景に対して、光平面と
、この光平面が画像内の特徴に交差する部分とが可視化されるように使用される。なお、
白色光源を使用して光平面を生成することができる特別な技術を使用してもよい。
【００５１】
　内視鏡デバイスの特定の設計に光平面生成モジュールを組み込んで、専用の視覚化、距
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離及び深さ測定器を実現してもよい。これに代えて、光平面生成モジュールは、通常の既
存の軟性又は硬性内視鏡デバイスに付属品として取り付けることができる独立したユニッ
トとして設計してもよい。
【００５２】
　図３～図６は、光平面生成モジュールを内視鏡デバイスに取り付けることができる異な
る手法を示している。
【００５３】
　図３は、２チャネルシース（two channel sheath）１８を表している。内視鏡デバイス
の挿入部分２２は、シース１８の上側チャネル２０に挿入され、光平面生成モジュール２
６は、シース１８の下側チャネル２４に挿入される。内視鏡デバイスが使用可能なワーキ
ングチャネル（working channel）を備えている場合、シースを使用することなく、ワー
キングチャネルに光平面生成モジュールを挿入することによって、同様の構成を実現でき
る。
【００５４】
　図４は、内視鏡デバイスの挿入部分２２の遠位端に恒久的に取り付けられている光平面
生成モジュール２６を表している。図４には、更に、視覚化システム対物レンズ２８と、
画像を捕捉するための照明を視覚化システムに提供する２つのＬＥＤ３０とが示されてい
る。
【００５５】
　図５Ａ及び図５Ｂは、ピボットアーム３２内の対物レンズの下に光平面生成モジュール
２６が取り付けられている実施形態を表しており、これにより、視覚化システムの焦点と
光平面との間の距離を変化させ、三角測量角度を大きくする精度を向上させることができ
る。
【００５６】
　光平面生成モジュールを内視鏡デバイスの遠位端に取り付ける他の手法として、クリッ
プ又はバンドを用いてもよい。この手法は、バッテリ駆動される使い捨て型の光平面生成
モジュールを使用する場合に特に有用である。
【００５７】
　他の実施形態においては、異なる線パターン又は色分けを有する複数の光平面を生成し
てもよい。他の実施形態においては、例えば、図６に図式的に示すように、単一の光平面
を回転又は掃引してもよい。回転は、手動で行ってもよく、これにより、解剖学的構造を
測定する際に、内視鏡を操作することなく、ユーザに更なる柔軟性を提供でき、或いは、
回転を画像取得カメラと同期させて、解剖学的構造の３Ｄ再構築を可能にしてもよい。Ｍ
ＥＭＳミラー、回転メカニズム又はこれらの何らかの組合によって、高速の回転又は掃引
を実現してもよい。
【００５８】
　光平面は、視覚化システムの焦点及び主視野方向（primary view direction）に対する
既知の位置及び向きで生成されるため、三角測量及び適切な較正に基づき、内視鏡画像の
交差曲線に沿ったピクセルの３Ｄ座標を抽出することができる。
【００５９】
　カメラ投影パラメータを発見し、歪みを改善するための較正は、周知の技術であり、こ
の処理を自動化する技術も周知である。最も一般的には、既知の寸法の平面較正パターン
が幾つかの距離及び方向から順次的に画像化され、これによって、内部／外部カメラパラ
メータの算出が可能になる（[Z. Zhang."A Flexible New Technique for Camera Calibra
tion." IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 22(11):13
30-1334, 2000].）。
【００６０】
　本発明のシステムにおいては、視覚化手段の投影パラメータ及び歪みを発見するために
用いられるものと同じ較正プロセスを用いて、平面較正パターンの画像上の線として現れ
る光平面のパラメータを算出する。視覚化システムの歪みを考慮した後、例えば、最小二
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乗フィッティングによって、線に最もフィッティングする平面を算出してもよい。
【００６１】
　本発明のシステムの１つの実施形態では、図７に図式的に示すような較正のためのドッ
キングステーションを使用する。ドッキングステーション４０は、以下のように使用され
る。最初に、ユーザは、内視鏡デバイスの挿入部分２２の遠位端に光平面生成モジュール
２６を取り付ける。そして、ユーザは、ドッキングステーション４０内に内視鏡デバイス
の先端を配置する。そして、メカニズム（図示せず）を駆動し、画像を捕捉しながら、矢
印で示すように、較正パターン４２を上下に自動的に動かし、捕捉された画像をシステム
処理手段１４に自動的に送信し、ここで、専用ソフトウェアが、デバイスがドッキングス
テーションから取り外された後に内視鏡視覚化手段によって撮影される以降の画像に適用
される較正パラメータを自動的に決定する。
【００６２】
　視覚化手段の座標系内の光平面パラメータは、既知であるため、コンピュータ画面上に
網線を重ねることによって、深さ、直径等を含む距離を速やかに判定することができる。
網線は、図１に示すように、透視される格子の形式であってもよい。視覚化手段の歪みを
考慮して画像表示が調整されない場合、この歪みに応じて、網線が歪む。対物レンズに対
して光平面が固定的に配置される実施形態においては、視覚化手段の光路に沿って網線を
加えてもよく、これによって、寸法の評価のための独立型ハードウェアソリューションが
実現する。
【００６３】
　オプションとして、水又は生理食塩水の蒸気等を噴霧して、図１のようにレーザ平面を
視覚化する薄霧を生成してもよい。平面を視覚化することによって、画面上の網線に代え
て、又は網線と共に、深さの認識が補助される。
【００６４】
　本発明のシステムのユーザは、通常、以下のステップを実行する。
【００６５】
　１．非統合型付属光平面生成モジュールの場合、内視鏡デバイスの先端に光平面生成モ
ジュールを取り付け、内視鏡デバイスの先端を較正ドッキングステーションに挿入し、自
動較正を実行する。
【００６６】
　２．測定される構造に光平面を合わせるように内視鏡デバイスを操作する。
【００６７】
　３．専用ソフトウェアモジュールによって画像を取得し、更なる測定のためにステップ
２及び３を繰り返す。測定と測定の間は、内視鏡処置を通常通り実行できるように、光平
面生成モジュールをオフにしてもよい。
【００６８】
　４．解析される画像を選択し、ＧＵＩソフトウェアモジュールを使用して、光平面と測
定される構造との交差曲線上の２点以上をマーキングする。マーキングされた点間のユー
クリッド距離は、ＧＵＩソフトウェアモジュールによって、常に自動的に算出及び表示し
てもよい。点が同じ曲線セグメント上にある場合、このセグメントに沿った測地距離を算
出及び表示してもよい。
【００６９】
　５．これに代えて、ユーザによる予めプログラムされた要求に基づいて、又は画面上で
１つの点をマーキングすることによって、幾つかの測定を自動的に提供してもよく、例え
ば、間隙のユークリッド距離を表示してもよく、又は孔の直径を測定してもよく、並びに
ポリープの円周に曲線をマーキングすることによってポリープの直径を算出してもよい。
【００７０】
　６．ステップ４及び５を繰り返し、更なる特徴を測定する。
【００７１】
　７．測定データ及び関連する重ねられたグラフィクスは、記録してもよく、更なる画像
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【００７２】
　ステップ４、５、６及び７は、処置が完了した後にオフラインで実行してもよく、処置
の間に最も直近に取得した画像に対してオンラインで実行してもよい。
【００７３】
　光平面生成モジュールが完全に統合された専用内視鏡デバイスについては、較正は、製
造業者によって行われており、方法は、ステップ２から開始して、以下は、上述と同様に
続けられる。
【００７４】
　他の実施形態においては、上述したステップ２において、光平面が独立して操作される
。
【００７５】
　各画像内の単一の光平面の交差曲線を視覚化する連続した画像を取得することによって
、解剖学的構造の寸法を十分に測定することができる。
【００７６】
　本発明のシステム及び方法の更なる使用例として、管腔、例えば、気管支の縦断面プロ
ファイルを評価することもできる。このプロファイルは、光平面を管軸に整列させ、２つ
の横断面曲線を記録することによって取得できる。
【００７７】
　図８は、標準的な気管支鏡を使用して画像化された人間の気管の画像を表している。カ
メラ画像には、気管の縦断面に整列して生成された光平面内にある網線２と、光平面と気
管壁の交差によって画定される曲線セグメントａ、ｂ及びｃとが重ねられている。
【００７８】
　図９は、量的縦断面プロファイルを含む図８からの曲線セグメントａ、ｂ及びｃを示し
ている。矢印は、光平面に沿った内視鏡視野方向を示している。この曲線セグメントの独
立したビューは、内視鏡ビュー内の解剖学的特徴の歪みがない量的プロファイルを生成し
、光平面が管状構造の縦軸に揃っている場合、その縦断面プロファイルが提供される。
【００７９】
　本発明の実施形態を例示的に記述したが、本発明は、特許請求の範囲を逸脱することな
く、多くの変形例、修正例及び適用例によって実現することができる。
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